
令和元年度 

茅ヶ崎市地域防災計画 

の修正について 

■修正内容 

（１） 各計画に共通する主な修正 

（２） 地震災害対策計画の主な修正 

（３） 風水害対策計画の主な修正 

令和元年度茅ヶ崎市防災会議資料 
資料１-２ 



  （１） 各計画に共通する主な修正 

1 計画書：地震 第２章第２節第１、風水 第２章第２節第１ 

ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

○社会全体としての防災意識の向上 

 「自らの命は自らが守る」という意識や災害に応じた避難 

行動等を周知・啓発することで社会全体としての防災意識の 

向上を図ることを追加。 

 

 

 

 

出典：「平成30年7月
豪雨を踏まえた水害・
土砂災害からの避難の
あり方について（報
告）（概要版）」
（H30.12、平成30年７
月豪雨による水害・土
砂災害からの避難に関
するWG） 



ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

○「防災」と「福祉」の連携による避難行動の理解促進 

 福祉関係者と連携し、高齢者や障害者に対し災害時の避難 

行動の理解を促進することを追加。 
 

 ■連携した取組例 

 ・職能団体の災害対応研修の場等を活用し、ケアマネジャーへハザードマップ等の 

  説明を実施 

  （高齢者等と日頃接するケアマネージャーに地域の災害リスクを理解してもらい、 

   高齢者等へ伝える機会の増加を図る） 

 ・地域包括支援センター等にハザードマップや防災関連のパンフレット等を設置 

                                     等 

 

 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

2 計画書：地震 第２章第２節第３、風水 第２章第２節第３ 



  （１） 各計画に共通する主な修正 

3 計画書：地震 第４章16節第１、第５章17節第６、風水 第４章第15節第１、第５章16節第６ 

ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

○災害ボランティア関係者の連携のとれた活動 

 災害ボランティアの関係者が、被災者ニーズや支援活動の全

体像を把握し、連携のとれた活動を展開できるよう情報共有の場

を設けることを追加。 

 

 

 

出典：平成30年版防災白書 

福岡県庁での情報共有会議の様子。 



イ 市災害対策本部運営訓練を踏まえた修正 

○災害応急対策活動の方針 

 発災時の災害応急対策の活動 

方針に関する基本的な考え方を 

追加。 
 

１．重点対策の明確化 

２．防災関係機関で連携した災害応急対策 

 の実施 

３．要配慮者への配慮 

４．積極的な情報発信 

５．計画的な災害応急対策の実施 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

4 計画書：地震 第５章、風水 第５章 
出典：平成30年度茅ヶ崎市災害対策本部本部員会議運
営訓練時の会議資料 



イ 市災害対策本部運営訓練を踏まえた修正 

○主要な災害応急対策の基本的な考え方 

 主要な災害対応旧対策の実施に係る基本的な考え方を追加。  

 

 

 

 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

5 計画書：地震 第５章各節、風水 第５章各節 
出典：平成30年度茅ヶ崎市災害対策本部本部員会議運
営訓練時の会議資料 



ウ 受援体制の充実 
 
○被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援職員 
 の派遣 
 
 全国一元的な応援職員の派遣の仕組みである被災市区町村 

応援職員確保システムの 

内容を追加。 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

計画書：地震 第５章第16節第２、風水 第５章第15節第２ 

■被災都道府県を通じて派遣要請する場合のフロー 

• 出典：「被災市区町村応援職員確保システ
ムに関する運用マニュアル」（H31.3、総務省） 
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ウ 受援体制の充実 

○気象庁防災対応支援チーム（ＪＥＴＴ）の派遣 

 気象等の解説などを行う気象庁職員の派遣の仕組みを追加。 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

7 計画書：地震 第５章第16節第10、風水 第５章第15節第10 

出典：気象庁ＨＰ 



エ その他、市及び関係機関の取組、防災関  
 係機関からの意見、時点修正 

○県現地災害対策本部の役割 

 神奈川県湘南地域県政総合センターの県現地災害対策本部

としての役割の変更。 
 
「地域における総合調整」 
  ⇒「県本部の総合調整機能の補完」 
 

（担う業務） 
  ・現地災害情報の把握及び報告 
  ・防災関係機関（応援部隊）の活動支援 
  ・物資の受入調整 
  ・市町村支援（支援ニーズ把握と報告） 
  ・各局（土木、医療等）の応急対策との連携 
    ※市町連絡員を市町災害対策本部等に派遣し、災害情報の収集や 
      伝達等を行う。 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 
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■神奈川県湘南地域県政総合センター所管区域 

計画書：地震 第１章第５節第１、風水 第１章第５節第１ 



ア 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の修正に 

 伴う修正 

 

  （２） 地震災害対策計画の主な修正 
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■南海トラフ地震の想定震源域 

出典：｢南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（R1.5、内閣府） 

■南海トラフ沿いで過去に起きた大規模地震 
 の震源域の時空間分布 



  （２） 地震災害対策計画の主な修正 
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ア 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の修正 

  に伴う修正 

○時間差発生等における円滑な避難の確保等に関する事項 

 南海トラフ地震臨時情報発表時等の防災対応を追加。   

計画書：地震 第８章第５節 

 南海トラフ地震臨時情報 

 

 

 

 

 

○南海トラフ地震臨時情報（調査中） 

○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

○南海トラフ地震臨時情報（調査終了） 

 

■南海トラフ地震の想定震源域 

出典：｢南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイド 
ライン」（R1.5、内閣府） 



■南海トラフ地震臨時情報の発表の流れ 

11 
出典：「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」をもとに作成 

  （２） 地震災害対策計画の主な修正 



ガイドライン記載の対応 市の対応 

○地震発生後では津波からの避難が間に合わない
地域の住民は避難。 

→南海トラフ地震による津波浸水想定区域 
  に住宅なし 

○それ以外の者は避難の準備を整え、個々の状況
（土砂災害の危険性、住宅の耐震性等）に応じて自主
的に避難 

→自主避難者のための避難先の確保・運営 

 ※１週間 

○それ以外の地域の住民は、日頃からの地震への備
えを再確認 

→日頃からの地震への備えの周知 
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南海トラフの想定震源域内のプレート境界において Ｍ８クラスの地震が発生 し
た場合、被災地以外でも後発地震に備え、１週間は明らかにリスクが高い事項に
ついてはそれを回避する対応をとりつつも、社会全体としては通常の社会活動を
できるだけ維持。さらにその後の１週間は巨大地震注意対応をとる。 

■明らかにリスクが高い事項を回避する対応（住民対応：市の防災対応） 

■南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)への防災対応の考え方(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ) 

  （２） 地震災害対策計画の主な修正 



  （２） 地震災害対策計画の主な修正 

計画書：地震 第８章第５節第４ 

■南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時の防災対応 
 
 市の対応   業務を継続しつつ、後発地震に備え、警戒対応を実施 
 
 ○災害対策本部の設置    ○日頃からの地震への備えの再確認の呼びかけ 

 ○自主避難者向けの避難所の開設、運営 

 ○交通情報、ライフライン情報等の生活関連情報の周知 等のほか次の対応も実施 

 

 関係機関等の対応  事業を継続しつつ、後発地震に備え、警戒対応を実施 
 
 ○施設、設備の点検  ○防災資機材の点検、確保 ○災害発生時の対応の確認     

 ○応急復旧等の体制の確保 等 

■南海トラフ地震により発生する本市の津波浸水想定 

出典：内閣府に設置された「南海トラフ 
の巨大地震モデル検討会」の「第二次 

報告」（H24.8） 
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 Ｍ７以上の地震 が発生したケースでは、後発地震に備え、日頃からの地震への
備えを再確認する等警戒レベルを上げることを中心とした防災対応を１週間を基
本として実施（巨大地震注意対応） 

■南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)への防災対応の考え方(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ) 

 ゆっくりすべり が発生したでは、後発地震に備え、日頃からの地震への備えを
再確認する等警戒レベルを上げることを中心とした防災対応を新たな変化（すべ
り）がないと評価されるまで実施（巨大地震注意対応） 

  （２） 地震災害対策計画の主な修正 



  （２） 地震災害対策計画の主な修正 

15 計画書：地震 第８章第５節第５ 

■南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表時の防災対応 
 
 市の対応   業務を継続しつつ、後発地震に備え、注意対応を実施 
 
 ○危機管理対策会議の開催   ○日頃からの地震への備えの再確認の呼びかけ 

 ○交通情報、ライフライン情報等の生活関連情報の周知 等のほか次の対応も実施 

 

 関係機関等の対応  事業を継続しつつ、後発地震に備え、注意対応を実施 
 

 ○施設、設備の点検 等 

■日頃からの地震への備えの再確認の例 

出典：｢南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（R1.5、内閣府） 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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イ 「避難勧告等に関するガイドライン」の改訂に 

  伴う修正 

○住民主体の避難行動を支援 
 する防災情報の提供 
  
 防災情報の意味を直感的に理 

解できるよう、５段階の警戒レ 

ベルにより提供することを追加。   

計画書：風水 第５章第４節第１ 

出典：内閣府ＨＰ 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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イ 「避難勧告等に関するガイドライン」の改訂に 

  伴う修正 

○災害発生情報の発令 

 災害が発生した場合に、住民に命を守るための最善行動を 

促す災害発生情報を発令することを追加。   

計画書：風水 第５章第４節第１ 

改定前 改定後 

出典「避難勧告等に関するガイドライン」（H31.3、内閣府防災担当） 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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ウ その他、市及び関係機関の取組による修正 

○マイタイムラインの作成の促進 

 防災情報から住民等が自発的に適切な避難行動をとれるよう

「マイタイムライン」の作成の促進を追加。   

計画書：風水 第４章第４節第１ 
出典：茅ヶ崎市ＨＰ 


